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　　　　　　　　 近代にイメージされた奈良朝服飾

　　 一 東 京 美 術 学校 の制 服 ・裁 判 所 の 法 服 ・京 都 市 美 術 工 芸 学校 の 制 服 ・

　　　　　　　　　 奈 良 女 子 高 等 師 範 学 校 教 官 の 職 服 を例 に一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩 崎 雅 美

1,は じめに

　明治時代前期 は欧化政策に よる洋服の導入が急務な時代であったが、1889(明 治22)年

の大 日本帝国憲法、翌年の教育勅語の発布な ど国家体制 を固める気運か ら奈良時代の律令

国家に学ぶ思想が起こってくる。いわゆる国風化、国粋主義の現象である。

　一方、美術界 では西洋美術 を模倣 した作品が優位 に立っていたが、 日本の仏教美術や伝

統的 な絵画の優秀性が人々に再認識 された り、お雇い外国人 らによる 日本美術への高い評

価や助言な どにより、 日本美術界は次第にその力を回復する。その ような状況の中で1889

(明治22)年7月 、奈 良朝の服装が東京美術学校の教員 ・生徒の制服 に出現す る。その後、

京都市美術工芸学校の制服 にも似た形がみ られ る。いずれの学校 もその服装規程 は10年 に

も満 たない短期間のものであるが、思想が服装 に反映 した重要な例である。 これまで東京

美術 学校の岡倉覚三(天 心)校 長 に関す る研究は多 く行われているが、服飾 に焦点をおい

た研 究はみ られない。

　 また1890(明 治23)年 に制定 された判事や検事 などの法服や、1908(明 治41)年 に設

立 された奈良女子高等師範学校教官の職服 にも似たデザインがみ られ、その意味 と繋 が り

の解明が望まれる。

1-1、 研究の 目的

　 明治中期 に起こった国粋主義思想 と服装 の関連 を明 らかにす る。具体的には東京美術学

校 の制服を中心に、デザイ ン、制服誕生時の精神、着用者や観察者 の反応 な どに注 目して

制服 をめ ぐる人々の意識を明 らかにす る。

　 また関連す る服装 として判事、検事、裁判所書記 の制服、京都市美術工芸学校生徒の制

服、奈良女子高等師範学校教官の職服 を取 り上 げ、意味の繋 が りを考察す る。

1-2,研 究の方法

　 東京美術学校は現在、東京芸術大学美術学部 に引き継がれている。同図書館所蔵 の岡倉

覚三(天 心)関 連の資料 ・制度に関する記録 ・教師や卒業生 の回顧録な ど、新聞や雑誌の

記事、茨城大学五浦美術文化研 究所蔵の制服な どを資料 とす る。京都市美術 工芸学校 につ

いては京都市立芸術大学発行の 『百年史』、法服 については 『法令全書』や新聞記事な ど、

奈 良女高師については 「教官会議議事録」、同窓会誌 などを資料 とした。

　 これ らの資料 の制服 関連事項の中から、まず東京美術学校 の制服制定に至 る流れを整理

し、古代調服飾復古の主要因を導き出す。また、その影響の系譜や意味の変化等を探る。
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2.東 京美術学校の制服

　明治政府 は開国以来、いわゆる欧化政策 の下に西洋美術を積極的 に取 り入れ、1876(明

治9)年 「工部美術学校」を設置 した。その結果、 日本の高い レベル の伝統美術は評価 され

ず、一気 に衰微 の状況 に追い込まれた。しか し1877(明 治10)年 の第1回 内国勧業博覧会、

1881(明 治14)年 の第2回 同博覧会が開催 され るころか ら西洋美術批判が起 こり、 日本人

のみな らず ワグネル のよ うなお雇 い外国人か らも 日本画 を教 える学校の設置を望む声があ

がるようになった。1878(明 治11)年 に来 日したエルネス ト・エ フ ・フェノロサErnest

Francisco　Fenollosa(ア メリカ人)は 、1882(明 治15)年 に第1回 内国絵画共進会の際 に

狩野芳崖 を見出 した。また当時文部省にいた岡倉覚三 らと共に、1884(明 治17)年 、1886

(明治19)年 に京都 ・大阪 ・奈良 ・滋賀 ・和歌山地方の古社寺調査に出かけ、放置 されて

いた仏教美術 を記録 して埋 もれた美術品を発掘 し、再評価す るこ とに努力 した。 その結果、

1887(明 治20)年10.月4日 勅令第51号 をもって岡倉が意図 した東京美術学校が設置 され

た。 もとより政府 の古美術保護政策 が背景にあったが、これは森有礼が推進 した西欧美術

を含む美術師範学校設置案 を押 しのけた形の結果であった。

　 また博物館事業 に最 もカ を有 した九鬼隆一 は、フェノロサや 岡倉 らと共に、大規模帝国

博物館の設立 と文化財保護 に関す る法律制定を 目標 に、1888(明 治21)年 、奈良、京都 を

含む大規模 な古社寺宝物調査を行 った。 これ までの一連 の古社寺調査か ら、岡倉は 日本美

術に心酔 し、また 自信 を得ることになる。そ してついに東京美術学校は1889(明 治22)年

2月1日 開校 した。学校 の目標は、東京美術学校規則、総則第1条 に 「東京美術学校ハ絵画

彫刻建築乃図案 ノ師匠(教 育若 クハ制作二従事 スヘキ者)ヲ 養成 スル所 トス」 と記 され、

これまでの経過か ら西洋画を含まない学科構成 であった。

　 校長事務取扱 に濱尾新(文 部省専門学務局長)、 幹事 として岡倉覚三、庶務掛兼書記 ・

教員 に今泉雄作、雇幹事事務取扱 ・美術取調 ・教員 としてフェノロサが任命 され た。教員

には黒川真頼、橋本雅邦、高村幸吉(光 雲)、 竹内兼五郎(久 一)ら が名 を連ねてい る。

第1回 の入学生には横 山秀麿(大 観)、 下村晴三郎(観 山)ら の名がみえる。 岡倉は翌年

満28歳 で校長 とな り、　 「日本美術史」 と 「西洋美術史」の講義 も担 当した。 フェノロサは

「美学」　 「美術史」を担 当し、1890(明 治23)年7月 まで勤務 した。

2-1.制 服の制定

　 『東京美術学校第壱年報』1889(明 治22)年 の 「生徒心得」の中に、　 「二月一 日開校授

業 ヲ始 ム　八 日生徒教導上紀律ヲ格守セ シメンカ為 メ服帽ノ制 ヲ定メ且教員職員モ申合セ

ー様 ノ服帽 ヲ着用スルニ定ム」1)と あ り
、制服 ・制帽が生徒 のみならず教員 ・職員に も制定

されたことが記 されている。その具体的な内容は以下の通 りである。

「第二十一号

　 當校生徒 ノ儀入学已来可成教導上規律ヲ格守セ シメンカ為メー定 ノ服帽ヲ着用為致度且

又教員職員ノ儀モ 申合セー様 の服帽ヲ着用候様為致度別紙図面両様相添此段上申候也
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　明治二十二年二月八 日

　　　東京美術学校事務取扱　　　　　　　 濱尾　新文部大臣

　子爵　森　有禮殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」2)(図1・2)

　 1890(明 治23)年 の改正 「生徒心得」では、　 「一　登校 ノ節ハ必ス本校所定 ノ服帽 ヲ着

用スヘ キ事」　 「一　教室二入ル トキハ帽子外套ヲ脱 スヘキ事」3)と なっている。

(1)岡 倉校長の制服

　校長の制服 のデザイ ンは、 『東京芸術大学百年史』 に、出展は明示 されていないが第一

回卒業生溝 口宗文の言 として 「地紋 のある黒鍛子(生 徒の記憶では黒色や鈍色の紫 に立涌

くの模様)、 海豹 の皮の靴」4)(図2)と 記 されている。この記述の地紋 と同一か否かは確

定できないが、第六回卒業式 における岡倉校長 の制服には地紋 がはっき り写 っている。5)

形 は奈良時代の衣揮 、後の闘腋の抱(脇 が腰のあた りか ら開いてい る)と 表袴の ような も

ので、腰 をベル トか何 かで締 めている。袴 は時にゆった りした 日本袴 を着用 した写真 もみ

られ る。帽子は黒 の紗 と考 えられ、前 に縁をつけ、後頭部 を高 くして後 ろに紐 をつけた形

で、奈良時代の僕頭に近い。

(2)教 員の制服

　 教員の制服は形 については校長 と同 じであるが、色彩や地質については前述 の溝 口が、

教員 は葡萄色 で綾織羅紗 と記 している。1889(明 治22)年5月 の 『風俗画報』に教員及び

職員 と生徒の服装図(図3)が 掲載 され、 「服の色は葡萄色 にして綾織羅紗」6)と 記 してい

る。この時代は羊毛のことを羅紗 と総称 してい ることが多い。5月 なので薄地の羊毛 と思わ

れ る。 『風俗画報』 の教員 はベル トがないが、現存写真 を見る限 り、殆 どの教員 がベル ト

風な もので締めている。

(3)生 徒の制服

　 実物の制服(図4)と 制帽(図5)が 茨城大学五浦美術文化研究所 に所蔵 されてい る(保

存 「茨城県天心記念美術館」)。 制服は木村武 山が生徒及び研 究生の時代、す なわち1891

(明治24)年 ～1896(明 治29)年 に着用 したものである。袷仕立で、表は青緑色の綾地で、

羊毛薄地 の無地 である。裏地は浅葱色の綾地、記録では絹 とされている。 主な部位 の寸法

は、身丈87.Ocm、 ゆき61.Ocm、 袖幅35.Ocm、 袖丈27.Ocm、 上お くみ幅11.7cm、 下お く

み幅16。3cm、 ス リッ ト35.Ocm、 帯幅6.8cmで ある。下前お くみ上で襟か ら17.6　c　m下 が

った所にポケッ トが付いているが、掛輪の紐 に しゃか結び(紛 失 している)を 留める と見

えな くなる。帽子 は下村晴三郎.(観 山)が 、1889(明 治22)年 ～1894(明 治27)年 に着

用 したもので ある。帽頂 は黒紗地に四菱文様が型押 しされている。後ろの紐 も黒紗地であ

るが無地である。 内側 の縁 には32cm幅 の黒革のテープが取 り付け られている。頭周 りの

幅12cm、 奥行き23.2cmの 大 きさであるが、かな り傷んでいる。

　 前述の溝 口は 「生徒はオ リーブ色のカシ ミア」4)と 言い、 『風俗画報』では、 「生徒は海

藻色に して無地羅紗」6)と 記 している。 ミル色は黄みの暗い黄緑でオ リーブ系の色である。
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第1回 の入学生である横山秀麿(大 観)の 生徒時代の記憶では以下のよ うである。

「校服　闘腋 の抱 の制服、範 を奈 良朝の昔 にと り、頭 には巾冠、身には闘腋の抱 を着せ し

め、生徒 は黒色、教職員は海松色、品質に も等差 をつけ、学校長は海豹の靴 を穿いた。」7)

　 ここでは教職員は海松色、生徒は黒色 と記 され、先の記述 と反対になっている。

　 1890(明 治23)年7月 ～1898(明 治31)年4月 勤務 の剣持忠四郎 の旧蔵資料に 「生徒

行状調査規程」があり、　 (犯則)　 (本校規則告示生徒心得等二違犯スルモノ)の 中に

「一　制服 ヲ着セ スシテ教室二入ルモ ノ(登 校スルモ ノ)」 その後 に 「但不得 已事由ア リ

テ教員又ハ教場掛 ノ許可を得ルモ ノハ此限ニアラス」8)

とあ り、特別 の理 由で許可を得た生徒 はこの限 りでない としてい る。

　剣持 は若 い頃に近衛兵であったこともあ り、岡倉校長の秘書の役割 をつ とめ、腹心の人

といわれ るほ ど仕えた人である。生徒 心得か らは厳 しい管理 の下に制服の着用 が義務づ け

られていたよ うに窺 える。

　 1896(明 治29)年12月 の 『風俗画報』 「東京名所図絵」9)に 「東京美術学校」が紹介

され、制服 を着た生徒が彫刻科第三教室や鍛金(金 工)教 室で学んでい る様子が描かれ て

いる。これ を見 ると羽織 を着た和服姿も多 く、現実 には100%の 普及ではなか ったかも しれ

ない。記事の中で制服 に触れた箇所がある。

「生徒は入学後一 ケ月以内に、 自費を以て、本校制定の服帽 を調整着用すへ しとな り、其

服帽古代 の衣冠束帯に類 し、頗る都会の人 目を惹 く」

　 1889(明 治22)年9月 入学 の板谷波 山は生徒の制服が出来上がる様子について以下のよ

うに記 している。

「私なんか入 った とき、制服 をこしらえるか らみんな食堂に集 って寸法を とれ、 とい うも

んですか ら、 どんな制服ができるだろ うとみんなで楽 しんでいった。 ところが、外神 田の

大時計の隣にある大きな葬儀渥 の番頭がきて寸法 を取っていった。出来てきて着てみんな

がび っくりし、 あま り異様 なのでお こっちゃった。 それ を学校の生徒係な どがいろいろ と

　　　　　　　　　　　　　表　記念写真から見た制服着用状況

明治25年 　 18927月 　 　 　 特別の課程 　 　 卒業記念写真37人 中34人 　 　 　91.9%

明治26年 　 18937月11日 　 第1回 　 　 　 　 卒業記念写真44人 中37人 　 　 　84.1%

明治27年 　 18942月 　 　 　 第2回 　 　 　 　卒業記念写真51人 中44人 　 　 　86.3%

明治27年 　 18947月 　 　 　 第3回 　 　 　 　卒業記念写真47人 中41人 　 　 　87.2%

明治29年 　 1896　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 記念写真62人 中62人 　 　 　100.0%

明治30年 　 18975月21日 　 　 　 岡田三郎留学送別記念写真33人 中6人 　 　 　 18.2%

明治30年 　　1897　 7.月　　　　 第6回 　　　　　卒業記念写真　74人 中37人 　　　 50.0%

明治31年 　 18987月10日 　 第7回 　 　 　 　卒業記念写真55人 中2人 　 　 　 　3.6%

明治31年 　 18987月15日 　 「制服廃止」
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なだめ説明をす るんです。 これは例の聖徳太子像、あれに よって黒川博士が考案 した結構

な ものだ とい う。なかにはおこって学校 を退学す る、 とい うもの もあった。　 (制服 を着 て

いる と目立ってそば屋 にも入れなかった とい う話が紹介 されてい る)み んな大道易者だ と

か、いろんなことをいった。　 (中略)制 服 の色 も生徒は標色で先生は黒で した。岡倉先生

なんか、夏は紗の黒の透 し紋のある制服 を着て、海豹の天平靴をはいて、それで先生 は時

計に細い金鎖 をつけて、首か らかけていま した。」10)

　卒業写真11)な どか ら制服の着用状況 をま とめる(表)と 、1892(明 治25)年 の特別課

程の卒業では91.2%、1894(明 治27)年 の第3回 卒業記念写真では87.2%の 着用率である。

しか しその後は年 ごとに減少 し、明治30年 では50.0%、 制服の廃止は明治31年7月15

日であるが、その5日 前の卒業記念写真ではわずか3.6%し か着用がみ られ ない。

2-2.制 服誕生時の精神

　発足 当時か ら校長の側近 として岡倉 を助けていた今泉雄作の回顧談に制服制定の理 由が

語 られてい る。

「あの美術学校の制服 と云 うものは何時始めた といふ と、是 は其時分は秘密な楽屋のお話

ですが、今 日は薙で申上げる、岡倉君の考 と云 うものは美術学校 と云 うものを造 る、造 っ

ても之を一時に方々に知 らせなけれ ばな らね、それには當前の服装を して居っては不可ぬ

と云ふので何 か面 白い服装は有 りさうな ものだ、それか ら色々考へて御相談 に興 かって、

西洋のモンヤナーヂの服は奇麗だか ら彼 を着せ た らど うです と言ふ、庭が美術 と云ふ もの

は國粋保存 を主 とす るのであって西洋のモンヤナーヂの服装な どしては見識 に障はるか ら

不可ぬ、それか ら段々考へ ると興福 寺に野見宿禰當麻蹴速 の画像がある、今 は有 りませぬ

が昔は有ったか知 らぬ、その爲 しが傳 はって居 る、此庭 に も大方有 りませ うが其像 の服装

は どうです、至極宜 しいです(笑)そ こで股 引を穿か して閾腋 を着 るが宜い、私は今 日よ

り着 る、君 も着 る可 しと、それか ら奈良の装束屋 に閾腋の股 引か ら皆持へ さした、 さ うし

て着 る岡倉先生は其 日か ら着 ると云ふ風で忽ち他の先生 も皆持へて着 ることになった、そ

れ か ら帽子は何庭か ら出た といふ と、矢張 り興福寺の野見宿禰當麻蹴速か ら出た、先づ是

で置 きます。」12)

　 前述の溝 口は 「司法大臣山田顕義 が裁判官や弁護士の制服 を定 める際 に、黒川真頼 に依

頼 し、その結果、古典に基づいて考案 された閾腋 に黒羅紗 の折烏帽子形の ものに決 定 した

のであるが、東京美術学校の制服、制帽 はその直後 に、や は り黒川案を岡倉が採用 して決

定 したのだとい う。また制服、制帽は外神 田の装束屋で持 えた」4)と 言 う。ここに述べ られ

てい る法服については後述す るが、文学博士で 「和文」　 「歴史」の教諭 であった黒川 眞頼

の介在が示 されている。

　 さらに岡倉の長男である岡倉一雄 は制服選定の事情について以下のよ うに記 してい る。

　「この異様 な制服 は主 として天心の考案になったもので、は るか に後、司法官、弁護士等

の制服 ともなった。それ には天心の意見が、判官であった藤 田柴三郎な どの説 として主張
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された もの らしい。何で も、聞 くところによれ ば、校長浜尾子の考 えでは、は じめ欧州中

世紀の風俗に則 り、ガウンに鳥の羽子を附 した帽子で も冠 らせ るとい うよ うな、す こぶ る

ハイカ ラな意見で あったが、高価 につ くところか ら、この天心の 日本式の採用 となったも

のであるとい うことである。 」13)

　 岡倉がなぜ閾腋の抱 のよ うな形 、僕頭 のよ うな被 り物、す なわ ち奈良朝の服飾 にこだわ

ったのか とい う点が重要である。彼は 「奈 良美術研 究の必要」14)の 中で、 日本のすべての

美術 はすべて飛鳥奈良朝に導 かれ てい ると明言 し、奈良は 日本 における一番尊い珍 しい御

宝庫であ り、美術研究に最 も素晴 らしい=ヒ地であると礼賛 してい る。奈良はまた東洋の宝

庫 、世界 の宝庫 であ り、欧米 でも東洋に関す る研究が盛んであることか ら、奈良を起点 と

してイ ン ドや中央アジアにまで拡大 し、 日本人の手で美 の発掘 を行 うべきで あると主張 し

ている。東京美術学校 が開校す るまでに奈 良を中心 とす る仏教美術 の調査を十分 に行った

ことが彼 の 自信 とな り、やがて 日本美術 を 日本 さらに世界 において確 固たるものにする信

念へ と移行 していった と考え られ る。開校初年度は幹事 として浜尾校長の下にいたが、実

質は彼が力 を持 っていた といわれ、東京美術学校 の制服 のデザイ ンにおいても西欧風な対

立候補 はあった ものの、黒川 眞頼の協力の もとに奈良朝のデザイ ンに決定 したのである。

岡倉 の 日本美術に対す る信念は、森有礼の欧化政策 による美術師範学校設置案 を押 しのけ、

西欧的な制服案を一蹴す るほ どに強 くなったのである。彼の 日本服への強いこだわ りは、

後にボス トン美術館で 日本美術 の顧 問 として しば しばアメ リカを訪れ る時でも、また宴会

夜会 においても常に 日本服 で通 した ことに現れている。ま さに国粋保存 の権化15)と 称 され

たほ どである。

2-3.学 内外の評判

　制服がで きあがったのは1889(明 治22)年2月11日 の紀元節の 日で、大 日本帝国憲法

発布 の当 日である。東京美術学校 も官立学校 の一つ として宮城正門外の祝賀 の列に加わっ

たが、異様 な服装、風変わ りな錦欄の校旗 を立てて進む一団は目立ちす ぎて観衆を驚かせ

た。その様子は生徒であった横山大観 の自伝に述べ られてい る。

「私はただ校則 に従 って着てお りま したものの、往来 なんか歩いていると、人 が奇異 な目

で じろじろと見回す ので、気の小 さい者 にはできる芸 当ではあ りません。岡倉先生は、あ

れ を着て、頭 には冠をいただき、牛 にのった り白馬(若 草)に 乗った りして、揚々 として

根岸のお宅か ら学校 に通ってゐた ものです。」7)

　 彫刻 の教諭であった高村光雲 も 「回旧談」の中で以下の ように述べている。

「開校當時の服装は岡倉先生が意を凝 して天平風の闘腋か ら形 を考案 しま した。それが恰

度鎌足公然 として居った為一般人は外国人 と早のみ込みを して しまひました。 明治廿二年

二月憲法発布の際錦欄 の校旗 を推立て ㌧行列 をした時は支那人か朝鮮人か確かに異国人 に

違 い無いと評 されま した。」16)

　 制服 を導入 した校長や関係教官の心の中には、 目立つ 目的があったので、予想通 りの効
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果であった といえるであろ う。校長 はこの制服を愛用 し、いかな る席 にもこれを着て出席

した。1890(明 治23)年4月1日 、第三回内国勧業博 覧会開会式 に出席 した岡倉はこの制

服 を着て出席 した。

「岡倉氏の美術服　此 日玉座 の左 りに當 り各高等官の輝 き渡れ る大禮服の眞中に一個の異

丈夫 あり列席の指 目皆な注いて此に集ま る此人の風俗如何 と見てあれば胴 より上は朝鮮人

の如 く腰 よ り下は 日本人の如 く平常美術服折衷服な ど云へ る新奇 の服装 を見慣れぬ出品人

等は袖 ヒキ合て怪 み言牙り朝鮮 と日本の間の子 な らん杯 ヒソメキ合 るも可笑 し是れ例 の美術

学校幹事岡倉覚三氏に して其古風 に して異様 なる出品人中のチ ョン髭先生 と相対 して一双

の奇観 を呈せ り(略)」17)

　天皇が臨席す る博覧会の開会式 に岡倉 は審査官 として出席 したが、大礼服で装った参加

者の中で岡倉の制服姿は異様 に受 け取 られた。　 「式部官 よ り服装を問われて 『制服な り』

と答へて許 され しが、新聞には朝鮮人の様な りと冷や かされ た り。後にて聞けば 『大礼服

と軍服の外 には、公式 の正服 な し』 とて、件の式部官は謎責 され し由。右 は先帝臨幸め席

上なれば殊 に注 目を惹 きたるな り。」18)

　 岡倉の制服に対する信念の強 さが表れ てい るが、大礼服着用 と命 じられ ていた席である

だ けに、い ささか強引な装いであった と考え られ る。

　 一般の評判 を 『風俗画報』の記事 にみると、

「本年二月憲法発布式 の 日に初 めてこれを着た るものにて 当時六十余人の教員生徒整列 し

て錦の旗 を樹てたる様 は誠にいみ じき限 りと人々いひあへ り聞 く所によれば未不完全なる

ところあるをもて猶改良さる ㌻筈な りといふ」6)

　 この記事での制服に対す る人々の評価 は 「いみ じき限 り」である。　 「いみ じ」は、 もと

忌むの形容詞で、禁忌 として決 して触れてはならない と感 じられ るの意味である。転 じて

極度に甚だ しい意 味で善にも悪 にもい う。 こまったものか、すば らしいものか。 これまで

の記事等から明 らかに悪い方の意味である。

2-4.制 服の廃止 とその後の服装

(D西 洋画科の設置 と紐の略章

　 制服改正の大きな要因は、絵画科の中に西洋画科が加 わったことである。

　 明治二十九年七月二十一 日　 告示十一号

「東京美術学校学科中二圖案科 ヲ新設シ絶壼科 中二西洋壼科 ヲ加へ本年 九月 ヨリ授業 ヲ開

始ス」19)

　 西洋の美術 を 目指す教師や生徒 に とってこの奈良朝の制服 はな じめないデザイ ンであ

る。1896(明 治29)年12月 の 『毎 日新聞』 にはその様子 と、紐に徽章をつけた略章の出

現が記事になっている。

　「◎美術学校 にてハ洋画科入 りて より件の天神様然たる制服 は稽や排斥せ られ、昨今ハ着

るも着 ざるも殆 ど勝手の様 に相成 り、従来の生徒 も此 『天神 さま』には年来閉 口致居候 も
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の と相見へ、心中大 に悦び居候趣、年少鋭氣の学生が件の道服は誰が眼にも関心致 さず、

追ては之を時偶まの禮服 と為 し、平生は彼 白馬會員 の徽章の如き平打紐 に為すやの説有之

候」20)

　 前述の板谷 は、　 「私なんかが卒業 してか らあ とで、紐 にふ さのついているよ うな ものを、

右か ら左へかけたのです。七宝焼で丸 に美の字の徽章 を襟元へ付けました。稲結びの紐は、

生徒 が標で、先生は黒で した。それはちょ うど岡倉先生が学校をや める少 し前 だったで し

ょ う。」10)と 記 している。

　 1897(明 治30)年11月 の 『美術評論』 には略章の紐 のデザインが 日陰の蔓に由来 して

いる と述べ られている。

「東京美術学校にては、制服の常時に不便なるを以て、着用を励行 し難 きが為に、そをた ゴ

禮服 とな し、 このごろ別に一種の略章 を制 して、常 には これ を職員及生徒に着 けしむ とい

ふ。その形は ところどころ蜷結びに した る紐 にて、昔の冠 に付 けた る日陰のかつ らよ り案

出 したるものなるよし。職員 のは紫 にて二條、生徒のは青 にて一條。右の肩 よ り前後に垂

れ て、下端 はこれ を結び若 くは これを帯に挿む。」21)現 在、東京芸術大学のキャンパス内

に 「夏雄加納先生像」と題す る胸像(図6)が あるが、制服の上に さらにこの略章を付けた

服装で造 られてい る。

　 日陰の蔓は大昔、天岩窟 の前で天宇受費命が これ を裡 に して舞った とい うことや、大嘗

祭やその他の神事で これを冠 につけてお祀 りす るな どで知 られた植物 である。すなわち天

皇 を表徴す る文様 として桐唐草の唐草の代わ りに 日陰の蔓をおいた り、友禅の文様 に三種

の神器や 日陰の蔓を配置 した り、明治期 には服飾の文様 にまで天皇中心の国家体制が表現

されている。

(2)洋 服の制服化

　 1898(明 治31)年3.月29日 岡倉校長は人事関係の騒動で退任 し、同年7月 に制服改正

が行われた。 内容は教官の制服は廃止 し、蜷結び に徽 章をつけた略章のみを遺 してい る。

生徒の方は他 の官立学校生徒 と同様、帽子黒絨 、衣 と袴 には紺ヘル地を用 い、金釦で留め

る洋服形である。22)も っ とも先述の 『毎 日新聞』の記事にあるよ うに、制服着用の規則 は

既 に西洋画科開設の時点か ら有名無実 となっている。 これによ り奈良朝制服は9年 間の制

度 を終えた。

　岡倉覚三は この後、ボス トン美術館に当時12万 点あった といわれ る 日本部、後の東洋部

の顧 問 として従事 し、1913(大 正2)年9月2日 、51歳 で没 した。

3.法 服の制定

　横 山大観 の思い出よ り 「今 日の司法官や辮護士の法服は学校の制服 をまね、それ よ り二

三年後れて司法部に採用 され た。」7)

　前述 の溝 口も、　 「司法大臣山田顕義が裁判官や弁護 士の制服 を定める際 に、黒川真頼に
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依頼 し、その結果、古典に基づいて考案 された閾腋 に黒羅紗 の折烏帽子形の ものに決定 し

た」4)と 、述べている。また岡倉一雄 は制服選定の事情 について記 した ところで、 「この異

様な制服は主 として天心の考案になったもので、は るかに後、司法官、弁護士等 の制服 と

もなった。 それ には天心の意見が、判官 であった藤 田柴三郎な どの説 と して主張 された も

の らしい。」13)と 述べている。

　 1890(明 治23)年10月22日 勅令第260号 によ り法服が制定 され た。司法大臣は山田顯

義である。 この うち判事(図7)、 検事、裁判所書記 の制服が、奈良朝である。

「判事、検事裁判所書記及執達吏制服左 ノ図表 ノ通定ム」23)

　制服のデザイ ンは三種 とも黒地で前中心が明きにな り、立襟が付いた閾腋である。前後

襟回 りに桐唐草の装飾が施 されている。判事 と検事の文様は殆 ど同 じで、桐唐草の色が判

事 は深紫、検事 は深緋である。判事、検事共に大審院、控訴院、地方裁判所 ・匪裁判所 と

い う相違が桐紋の数、すなわち7箇 、5箇 、3箇 に表 われてい る。帽子 は黒地で殆 ど同 じ形

で、雲紋の装飾であるが、 日陰の蔓風な線 が入 ってい る。裁判所書記 は立襟 のみに深緑で

文様が付 く。帽子は同 じ形 であるが装飾 が少ない。桐唐草は大礼服の勅任官や奏任官の文

様 と共通す るもので、いずれ も法令では唐草 となっているが、実際は 日陰の蔓の様相 を呈

している。

　 1890(明 治23)年10月25日 の 『東京 日日新聞』には帽子 と衣の図が掲載 され、 「聖徳

太子が御衣」のよ うだ と言 った り、あえて丁寧す ぎる表現が使 われ、王政復古の風潮 を椰

楡 したよ うな書き方で歓迎 され てい るとはいえない。24)い ずれ にせ よ法服の成 立に岡倉覚

三や黒川 眞頼な ど東京美術学校の教官が介在 したこ とか ら、デザイ ンや意味に繋が りがあ

った ことが明 らかである。

4.京 都市美術工芸学校の生徒の制服

　 1880(明 治13)年 に創立 された京都府画学校は、京都市画学校 ・京都市美術学校を経て

1894(明 治27)年8月8日 京都市美術工芸学校 になった。

　東京美術学校 は岡倉校長の 日本美術 に対す る深 い造詣か ら京都 と奈良に分校 をつ くる計

画で京都 市に働 きかけていたが、その第一歩 として東京美術学校 の教員や卒業生 を京都市

美術工芸学校 に送 り込んだ。岡倉校長の右腕 であった今泉雄作は1893(明 治26)年 図案法

教師 として赴任 し、翌年10月17日 、校長 になった。第1回 卒業生の大村西崖 も教諭 とな

り、横山大観 らも教諭 として後に続いた。

　 1888(明 治21)年 の男子生徒の服装 には洋服 が定め られていた。25)

　 1895(明 治28)年10月2日 「校則改正」が行われたが詳 しい記述が見 当た らない。た

だ同年の 「美工制服」　 「美工制帽」の写真(図8)が 京都市芸術大学編の 『百年史　京都芸

術大学』26)に 残っている。

　今泉が校長 になって1年 後 のことであ り、当然、東京美術学校の制服 の影響が考 えられ
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る。東京美術学校 の生徒の制服 と比較す る と、袖がやや細 く袖 口を絞 ってい る点や、帯が

ボタン留めでな く紐結びであるくらいの違 いであ り、デザインのイメージは全 く同 じであ

る。帽子の方 も生地の違いや折 り方に少 しの違いが見 られ るが、デザイ ンの雰囲気は東京

美術学校 と同 じである。岡倉校長の京都分校構想 が強 く表現 され た制服 と考え られ る。

　 しか し今泉校長が1897(明 治30)年1.月31日 に退任す ると、1900年(明 治33)年 に

制服改正27)が 行われ、奈良朝の制服は結局5年 の短 さで制度 を終 えた。また東京美術学校

の京都分校構想 も実現 しなか った。その要因 として、京都 は京都府画学校以来 の伝統 をも

ち、美術工芸家や地場産業 との繋 が りが しっか りしていたことが挙 げられる。

　制服が制定 された年に入学 した生徒の1899(明 治32)年4月 「美工第5回 卒業生」の写

真28)を みる と、2名 くらいがこの制服 を着用 しているが90名 くらいは和服 である。故 に

この制服は結局ほとん ど普及 しなかった といえるよ うである。

5.奈 良女子高等師範学校教官の職服

　 奈良女子高等師範学校(以 下、奈 良女高師)は1908(明 治41)年 勅令第68号 によ り設

置 された。文部省直轄諸学校39校 の一つであったことから、校長 は着任 と同時に高等官二

等 に叙 され、国家的な祭 日祝 日には勅任官の大礼服 を着用 した。 この制度は第二次世界大

戦終了まで継続 されたが、1938(昭 和13)年7月4日 、　 「官報」第3449号 に支那事変に

関 し、大礼服 に代 わって通常服(フ ロック ・コー トまたはモーニング)を 当分の間着用す

るこ とと記 され、大礼服 の着用は事実上 この時をもって終了 した。

　 奈良女高師の一般教官の服装は、1909(明 治42)年4月21日 付 の 「職員心得」に示 さ

れている。

「第三条　職員 の服装 は男子 にあ りては 『フロックコー ト』を正服 とし 『モーニングコー

ト』 『セ ビロ』若 しくは和服(着 袴)を 略服 とし、女子 に在 りては着袴 とす 儀式 に列す

るときは男子 は礼服又は正服　女子は白襟紋付 を着すへ し」

　 さて、創立当時の教師の写真(図9)に 、一風変わった古代風な服装が よくみ られ る。一

見 して東京美術学校の制服 と裁判所の法服 を合成 した ようなデザイ ンである。

5-1.職 服制定の経過

　 1909(明 治42)年4月26日 の教官会議の議事録をみ ると、新 しい教官服 の必要性 が話

し合われ、服制委員 が指名 されてい る。

　「教官心得 中服装の件 に付 き　 須藤i教授 よ り学校正服 を定むるの考案なきか との質問あ り

適 当なる服装なれ ば大に便利 な りとのことにて委員を選定 し調査す ることに一決。校長 よ

り左の通 り即席指名あ り

　 服制委員　男子服制　石野教授　須藤教授　長教授

　　　 女子服制　錦織教授　越智助教授　香川助教授

　 序 に本校徽章制定取調委員 を設 けらむ　委員　水木教授　横 山助教授」
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　学校正服は1ヶ 月半ほどで仕上ったよ うで、1909(明 治42)年6月17日 の教官会議の

議事録に着用 の通達が出されている。

　 「一、職服(男 子)は 明金曜 日修身諸話 の時間に一同着用のこと」

　 ここでい う職服 はゆった りした古代風な衣服(図13・14)を 指 しているが、服制委員の

長教授が東京で依頼 して持 えたことが、以下の文章で明 らかである。長　 寿吉教授 は創立

当時か らの教官で、欧州留学 を経て1914(大 正3)年12月 中旬まで勤務 した。

　 「その昔、第一期生の予科時代 に、東京本郷の洋服屋に、私が紹介 して作 らせた、例の

授業服 を、三年前の塵の香 を、そのままに着用 して、時々教壇上の人 とな りま した。　 (略)

私は春 日大社 を拝 して、暗い道 を三条通 りへ、それ か ら京都へ帰 りました。手 さげの中に

は、例の授業服を入れて帰 りました。」29)

　 「職服」あるいは 「授業服」 と称 し、教官が授業や学校 にい る時 にだけ着用 しているこ

とか ら、制服 とい うよりも一種の防塵服、スモ ック ・コー トsmock　coatの ような役割 とし

てつ くられた と考えられ る。

　 当時の教官に とってフロ ックコー ト等の洋服は高価であ り、それ故に代用になる正服を

制定 しようとしたのであろ う。

5-2.生 徒の評価

　教師の職服に対す る生徒の反応は、以下のよ うである。　 「悠然 として迫 らず急がぬ教官

服の御風姿、毛儒子の御服 が衣冠束帯の ように拝せ らるる事 も御座候」30)

「二十幾年か前母校の講堂で、教官服 を御 つけ遊ば された先生(野 尻校長)が 、音調 ゆる

やかに御講義遊ば された ・・」31)

　生地 は黒の羊毛で編子地であった ようであるが、概ね良い印象 に受け取 られ ている。生

徒は 「教官服」 と呼び、教官は 「職服」　 「授業服」 と呼んだ服装 であるが、なぜ このよ う

な古代風な衣服が奈良女高師の教師の服装 になったのであろ うか。

5-3.奈 良女高師と東京美術学校 との関係

　奈良女高師の敷地は旧奈 良奉行所の跡地であるが、そ こは女高師設置直前まで、岡倉覚

三校長 が東京美術学校の分校予定地 としていた所である。 岡倉は京都 と奈良に東京美術学

校 の分校設置の計画をもっていたが、特 に奈良は岡倉 が 日本美術の淵源 として重点を置 き

執着 していた地方である。 しか し、奈良では分校設置を支持 した県参事官福原錬二郎や正

木直彦奈良県郡 山中学校長(後 に東京美術学校長)ら が文部省 に転任する とい う状況にな

った り、1898(明 治31)年3月 、九鬼博物館長 の留任運動に端 を発 した騒動 により、岡倉

校長や多 くの教授が辞任す るとい う重大な事態にな り、分校計画が頓挫 して しまった。

　辞任後 の岡倉 は奈良に対 して強い執着を もち、奈良市登大路町に私設 日本美術院第二部

を開設 した。1894(明 治27)年 に東京美術学校彫刻科を卒業 して助教授になっていた新納

忠之介を1901(明 治34)年11,月 、院主において仏像の修復 を始 めた。奈良美術院は全国

の国宝彫刻 の修理 を請 け負 う唯一の機関 といわれ、新納は2000躰 余 りの仏像 を修理 したよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一85一



うである。 現在 この施設 は、東京芸術大学奈 良研 究室 として継続 されている。 岡倉の信念

に基づいて設立 された奈 良美術院であるだ けに、院主の新納 はま さに岡倉の分身である。

彼 は分校予定地 について次のよ うに記 している。

「後又 どう相談が攣 ったか、 旧奈 良奉行所 趾に、 『美術學校分校敷地』の立札が立 ってい

た。更に又々攣 って、そこに今の奈良女子高等師範學校が出来た。」32)

　奈 良女高師の徽章制定取調委員 であった水木要太郎は、高田十郎に、　 「奈良で水木翁 と

最 も懇意だった一人に、美術院院主新納忠之介がある」33)と 言わ しめたほ どに新納 と親 し

かった ようである。新納は東京美術学校 の生徒 として、また教官 として制服 を着た体験を

持 っている。

　服飾のデザインは無か ら創造 され るものではな く、何 かのイメー ジが先行 し、種 々の条

件を達成 して成立す るものである。文部省 直轄諸学校の一つであ り、二番 目の女高師 とし

て設 立され た奈 良女高師の教官 が着るにふ さわ しい威厳をもった正服 を造 ろ うとした時、

当然東京美術学校や法服 のデザイ ンがイ メー ジされ た ことは大いに考 え られ ることであ

る。 それ故にそれ らを合成 した ようなデザイ ンが出現 したのである。

6.要 約

　 1)　　東京美術学校 の制服制定は、28歳 で校長 となった岡倉覚三(天 心)の 若 き校長 と

　　　　 しての信念が強 く表現 されたものである。すなわち彼 は東京美術学校設立か ら関与

　　　　 し、日本の伝統美術の復活 とそれを担 う人材養成を強 く希求 していた。そ してその

　　　　拠点 として出発す る東京美術学校 を世間に一 目でア ピールす るもの として、奈良朝

　　　　服飾を制服 に導入 した。

　 2)　　 東京美術学校の制服のデザイ ンには岡倉覚三 と黒川眞頼が関与 している。

　 3)　 制服の制度 は1889(明 治22)年2.月 か ら1898(明 治31)年7月 までの9年 余 り

　　　　 の短期間であった。

　 4)　 制服は世間の人々を驚かせ 、 「神主」 「天神 さま」　 「大道易者」 「鎌足公」な どの

　　　　 イメージ と結びつき、概ね不評 であった。

　 5)　 絵画科 に西洋画科 が加わった ことや、岡倉校長 が退任 した ことが廃止 を決定づ け

　　　　 た。

　 6)　 1890(明 治23)年10月 制定の判事 ・検事等の法服のデザインに岡倉や黒川 も関

　　　　 与 した。当時の新聞は、 「託宣(否)裁 判 をくだす」 とか 「小野篁が冠の古手」な

　　　　 ど椰楡 した記事で評 した。

　 7)　　 1894(明 治27)年10月17日 、東京美術学校の教授であった今泉雄作が京都市美

　　　　 術工芸学校 の校長になった ことか ら、東京美術学校に類似 した制服が生徒に導入 さ

　　　　 れた。今泉は1898(明 治31)年1月31日 まで在職 したが、1900(明 治33)年

　　　　 に制服は廃止 され、わずか5年 の制度 であった。
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　8)　 奈 良女高師の教官の職服にも奈良朝のデザインがみ られた。女高師の敷地が元は東

　　　　京美術学校分校 の候補地であったこと、女高師の近 隣に奈良地方裁判所 があるこ

　　　　と、岡倉が設置 した奈良美術院院主 と女高師の徽章制定取調委員の親密な交流関係

　　　　等 か ら、東京美術学校制服や法服のデザイ ンイ メー ジがあったと考え られ る。

　9)　　 東京美術学校制服、法服、京都市美術工芸学校生徒の制服、奈良女高師教官の職服

　　　　の四者は繋が りをもち、学校の制服 は欧化政策で壊滅的な痛手を受けた 日本美術や

　　　　 日本文化の復興のシンボル であった と考え られ る。また法服や奈良女高師の職服に

　　　　ついては、そのよ うな精神に加えて威儀 を表現す る要素をもち、国家の思想 に深 く

　　　　関与 した服装であった と言えよ う。
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